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1:1 本~1S gln学会会 則

(総則)

第 1条 本会は日本務類学会と称する。

第 2条 本会は務学の進歩普及を図り，併せて会員相互の連絡並K親|也を図る乙 とを

目的とする。

第 3条 本会は前条の目的を遥するために，次の事業を行う。

1. 大会の開総(年 1問)

2. ~誕類 Iζ関する研究会， 講習会， 採集会主事の開催

3. 定期刊行物の発 刊

4. その他前条の目的を達するため le必要な事業

第 4条 本会の事務所は会長のもとにおく。

第 5 条木会の事業主f~肢は 4 月 11] K始昔、り ，翌年3月31日lζ終る。

(会員)

第 6条会員は次の B極 とする。

1. 普通会員(務類K関心をもち，木会の趣行κ賛同する側人叉は同体で，役員会

の承諾するもの)

2. 名誉会員(誠学の発達に口献があり ，本会の趣旨に賛同する個人で，役員会の

f官官5するもの)

3. j ，'j別会員(本会の趣旨~L. -~質問し， 本会の発展K特に寄与した例人叉は日H本で，

役口会の推隠するもの)

第 7条 本会¥(::.入会するには，住所，氏名(凶{本名)取業を記入した入会巾込??を会

度le差1:1:1すものとする。

第 8条 会員は毎年会費 300I司を加納するものとする。 例 し名誉会民及び特別会員は

会貨を~しない。

(役員)

m 9 ~長本会 lé次の役員をおし

会長 一名 (任!YH土2ヶ年とする)

幹事 若干名 (任期は 2ヶ年とする)

会長は総会le於て会員中よ Hζ れを選出する。幹事は会長が会員中よりとれを指

名すろ。

(刊行物)

錆 10条 本会は定期刊行物「税類」を年 3回刊行し，会員1[.無料で頒布する。

附則

Eの会則は昭和 28年 10月11日から施行する。


